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1.は じめに

薬物療法は重要な治療法の1つ であり、当病棟では確

実な服薬管理を目的として看護師管理、取 り出レ確認、

内服声かけ ・空確認、自己管理と段階的な服薬管理を

行っている。当病棟の特性として、入院日が術前日で短

期間の入院が多いこと、インシデン トレポートから自己

管理薬の内服間違いが多いことがあげ られる。佐々木v

は 「患者の服薬間違いは、患者側の原因ではなく、看護

師の判断ミスと指導不十分から生じるものが多いといえ

る」と述べている。このことからλ院時に適切な服薬管

理方法決定が行われることが重要である。しかし、全科

共通の服薬管理についてのアセスメントツールは数多 く

存在するが視力障がいがあることが多い眼科病棟で使用

すると評価できないもしくは評価しにくいため、看護師

は個々の判断で服薬管理方法を決定することが多かった。

このことから、服薬管理方法決定についてのアルゴリ

ズムを整理、明確化し、入院時に視力障がいをもつ患者

の服薬管理方法決定の際、基準となる項目の明確化を目

的として、実態調査を行ったので報告する。

皿.用 語の定義

看護師管理:看 護師が内服薬を準備し、内服時間にその

都度本人に手渡し内服を見届ける。

取り出し確認:患 者が内服薬を準備するところから内服

するまでを看護師が見守る。

内服空確認:患 者が内服薬を準備し内服する。看護師は

内服薬の空を確認する。

内服声かけ:患 者が内服薬を準備し内服する。看護師は

内服したかどうか声をかける。

自己管理:患 者本人が内服薬の準備から内服まで全てを

管理する。

自覚症状:疹 痛 ・悪心 ・倦怠感 ・眩量 とする。

皿.研 究目的

調査票を用いて実態調査を行い、看護師が入院時に視

力障がいをもつ患者の内服管理方法を決定する際、重要

視している項目を探索する。

IV.研 究方法

Y期 間:平 成18年6月 ～9月

2.対 象:本 研究に同意を得ることができたA病 棟入院

の眼科患者。パイロットテスト61名 、本調査89名 の計

150名 。

3.デ ータ収集 ・分析方法

1)調 査票を作成するため、過去のインシデントや先行

研究⑳を参考に、年齢、飲み忘れの有無、用法用量の自己

調整 ・中止歴の有無、持参薬の残数、内服薬を管理でき

ないほどの視野 ・視力 ・色覚異常の有無、術後の著明な

視力低下の予測の有無 ・プロン体位保持の予測指示の有

無、聴力障がいの有無、取り出し動作、飲みこぼしの有

無、認知障がいの有無、自覚症状の有無とその程度、内

服薬の種類、用法用愚 入院後の内服変更の指示の有無

の計15項 目からなるパイロットテス トを作成、パイ

ロットテストを実施する。

2)パ イロットテストの結果、入院時の内服管理方法決

定に関係のない術後の著明な視力低下の予測の有無、プ

ロン体位保持の予測指示の有無を除外し、質問項目をわ

かりやす く改定したものを本調査票として作成する。項

目は、年齢、飲み忘れの有無、用法用量の自己調整 ・中

止歴の有無、持参薬の残数、内服薬を管理できないほど

の視野 ・視力 ・色覚異常の有無、聴力障がいの有無、取

り出し動作、飲みこぼしの有無、認知障がいの有無、自

覚症状の有無とその程度、内服薬の種類、用法用量、入

院後の内服変更指示の計13項 目となった。

3)入 院時に入院担当の看護師が患者に質問し調査票に

記載する。内服薬の用法用量、残数の確認は薬剤師が

行った後、看護師がダブルチェックをして結果を記入す

る。入院担当の看護師が内服管理方法を決定する。

4)調 査票の質問項 目ごとに、「自己管理」「内服声かけ・

空確 認」 「看 護師管 理1の3群 に分 け て単 純 集 計、

KruskalWallisの 検定で分析した。

4.倫 理的配慮:研 究の主旨を説明し、データの集積 ・

公表時にはプライバシーに配慮すること、参加 ・不参加

に関わらず治療 ・入院療養生活上の不利益を生じないこ

とを説明し、看護部より許可を得た同意書に署名を得た。

また、個人が特定されないようデータは記号処理 した。
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V.結 果

1.対 象 の特 性

研 究 対 象89名 の うち 、 内服 を し て いな い も の23名

(25.8%)を 除 き 、 現 在 内服 治 療 を し て い る も の66名

(742%)に つ い て調 査 を行 った。66名 の 内訳 は 、男 女 各

33名 ず つ、 平 均 年 齢69.21±13.75歳 、16疾 患 か らな

る集 団 で、 自己管 理41名(62.1%)、 内 服 声 か け ・空確

認12名(18.2%)、 看 護 師 管 理13名(19.7%)で あ っ

た 。 ま た、 取 り出 し確 認 は いな か っ た。 主 疾 患 に つ いて

は 白内障 が 各 群 と も最 も多 か った(図1)。
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2.調 査 票項 目

1)年 齢

自己 管理67.17±13.59歳 、内服 声 か け 、空 確 認70.5

±16.10歳 、 看 護 師管 理74.46±1120歳 と徐 々 に高 く

な る傾 向 を認 め た。 しか し、KruskalWallisの 検 定 の結

果 、p=0.183>0.05と な り、有 意 差 は 認 め られ な か っ

た 。

2)飲 み 忘 れ の有 無 、 用法 用 量 の 自己 調整 ・中 止歴 の有

無 、持 参 薬 の残 数
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図2各 群別服薬管理歴(n=66)

服薬管理歴の結果は図2の とお りである。また、自己

判断で内服を中止、増減している場合でも自己管理とし

ているケースでは、持参薬の残数があっていた。中止の

理由としてもは外出が、増減の理由としては自己の体謂

があげられた。

3)内 服薬を管理できないほどの視野 ・視力 ・色覚異常

の有無、聴力障がいの有無

今回の調査では、視野障がい、色覚障がいの項目に該

当するものはいなかった。低視力のため、内服薬が区別

できない場合はすべて看護師管理となっていた。ただし、

低視力であっても薬剤の一包化や容器の工夫により内服

薬の区別が出来ていたものは除外されている。聴力障が

いがあったのは70代 から90代 の8名 で自己管理2名 、

内服声かけ ・空確認1名 、看護師管理5名 であった。

4)取 り出し動作、飲みこぼしの有無

内服薬の取り出しが困難なのは2名 で、このうち低視

力のために取出しが困難なのは1名 であり2人 とも看護

師管理であった。飲みこぼ しやムセがある場合はいずれ

も看護師管理であった。

5)認 知障がいの有無

認識力に問題があるのは1名 のみで看護師管理であっ

た。

6)自 覚症状の有無とその程度

自覚症状が常にあるものは2名 で自己管理と看護師管

理1名 ずつであった。症状が時々あるものは6名 で自己

管理は3名 、内服声かけ ・空確認は2名 、看護師管理は

1名 であった。また、症状が常に若しくは時々あるもの

のうち3名 が緑内障であった。

7)内 服薬の種類、用法用量、入院後の内服変更の指示

の有無

自己判断で内服時間を変更したことがあるものは自己

管理1名 、内服声かけ ・空確認1名 、看護師管理2名 で

あった。治療のため入院後内服を変更する必要があった

のは13名 で自己管理7名 、内服声かけ ・空確認3名 、

看護師管理3名 であった。このうち増殖性糖尿病網膜症

のものは5名 であった。1日7種 類以上内服しているも

のは自己管理9名 、内服声かけ ・空確認4名 、看護師管

理9名 であった。同時に複数錠内服するものは自己管理

11名 、内服声かけ ・空確認1名 、看護師管理4名 であっ

た。

VI.考 察

以上の結果から、服薬管理方法を決定す る際看護師が

重要視 しているのは、認識力に問題がないこと、用法用

量を理解しており持参薬の残数があっていること、内服

動作に問題がないこと、内服薬の判断がつ くことである

と考えられ、以下に理由を述べる。

、
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飲み忘れはいずれの服薬管理方法の患者においても約

半数にみとめ、服薬管理決定時に飲み忘れの有無が考慮

されている可能性は低いと考えられる。また、服薬管理

決定時に自己判断での内服中止 ・調整歴の有無が考慮さ

れている可能性は低く、残数があっているか否かが重視

されていることが結果より推測される。これは、残数が

あわないことが飲み忘れや自己調整の結果として起こる

ことや、薬効や用法用量をきちんと理解していれば持参

薬の残数はあっていると判断されたためと考えられる。

視野障がい、色覚障がいの項目に該当するものは今回

の調査ではいなかったが疾患の症状を考慮すると、この

ような結果となることは矛盾しており、入院時の服薬管

理方法決定のアセスメントにおいてこれらの項目は情報

収集しにくいもしくは重視されていない可能性があるこ

とが考えられる。

低視力により内服薬の判断困難なもの、内服動作に問

題のあるものは内服動作の確実性の欠如から看護師管理

となり、認識力に問題のあるものは用法用量の理解、内

服動作の確実性、内服時間の認識困難とあらゆる面から

考慮して看護師管理が適当と判断されたと考えられる。.

自覚症状が緑内障患者に多かったのは眼圧上昇症状が

頭痛であることが影響していることが考えられ、また他

の特記疾患の存在も考慮するべきである。どちらにせよ

入院前から続 く症状であることが多く、服薬管理決定に

あまり影響を与えなかったと考えられる。

内服薬の変更 ・中止の該当者に増殖性糖尿病網膜症が

多かったのは、彼らが穂尿病に罹患しており、手術や検

査に伴う絶食のため糖尿病薬を中止せざるを得ないこと

によるものと考えられる。

また、特記疾患の存在が各項目に影響を及ぼしている

可能性が示唆され、これについては今後検討が必要であ

る。

珊1.結論

服薬管理方法を決定する際、看護師が重視している項

目は内服薬の残数、視力、認識力、内服動作である。

田.お わりに

眼科看護の特性として、服薬管理方法の多様性があげ

られる。今回の調査で、眼科領域においても看護師が重

要視 している項目は他の科 と変わ らない事が明 らかと

なった。 しかし、スコアリングする形での評価は難しく

アルゴリズムの整理により服薬管理方法を決定していく

方法が適切と考えられ、今後整理していきたい。

引用文献

1)佐 々木久美子:患 者の服薬ミス防止のマネジメント,

月刊ナーシング23(12),p81,2003.

2)佐 藤恵子他:内 服管理における自己管理能力の影響

因子についての一考察～内服の自己管理スコアを作成 し

て～,旭 川医科大学病院看護部看護研究集録第10巻,

p149-155,.2002.

参考文献

1)塩 見利明他:服 薬能力判定試験について,看 護実践

の科学,p52・56,1997.

2)塩 見利明他:服 薬理解能力評価スケール(RCS)の

作成,日 本老年医学会雑誌34(3),p209-214,1997.

3)田 中節子他:循環器疾患患者への内服管理選択MAP

の有用性の検証一看護師の内服管理方法の客観的判断を

目指して一,第34回 日本看護学会集録(成 人看護皿),

p114-116,2003.

4)藤 村佳奈子他:高 齢者の内服薬自己管理能力向上に

向けての取り組み,第35回 日本看護学会集録(老 年看

護),p64・66,2004.

5)山 尾奈緒美他:内 服自己管理者の残薬に関する実態

調査,第36回 日本看護学会集録(成 人看護1【),p243-

245,2005.

6)坂 本かずえ他:慢 性疾患における内服行動に影響を

及ぼす因子,第23回 日本看護学会集録(成 人看護II),

p31-34,1992.

一6一

一

質




